
令 和 ２ 年 （ 2020 年 ） ５ 月 22 日  

 

横 須 賀 市 議 会 議 長  

板  橋   衛  様  
 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会   

委 員 長  大 野  忠 之  

 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会

検 討 結 果 に つ い て  

 

本 協 議 会 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て の

市 議 会 の 対 応 に 係 る 事 項 の 検 討 を 行 い 、 下 記 の と お り

結 論 を 得 ま し た の で 、 報 告 し ま す 。  

 

  記  

 

１  本 協 議 会 の イ ン タ ー ネ ッ ト 中 継 の 実 施 に つ い て  

 本 協 議 会 に お け る 協 議 事 項 は 、 多 く の 市 民 に 関 わ

り が あ り 、 ま た 市 民 の 関 心 も 高 い も の で あ る た め 、

イ ン タ ー ネ ッ ト 中 継 を 行 う も の と す る 。  

 

２  Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し た 情 報 発 信 に つ い て  

 本 協 議 会 の 協 議 結 果 等 は 、 よ り 多 く の 市 民 に 周 知

す る 必 要 が あ り 、 広 報 機 能 の 強 化 が 求 め ら れ る 。 そ

の た め 、 Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し た 本 市 議 会 の 情 報 発 信 の 手

法 に つ い て 早 急 に 検 討 す べ き も の と す る 。  

 

３  委 員 会 等 の オ ン ラ イ ン 会 議 で の 開 催 に つ い て  

感 染 症 対 策 と し て の オ ン ラ イ ン 会 議 の 実 現 に 向 け 、

関 連 規 定 の 改 正 や 実 施 に か か る 技 術 面 （ ハ ー ド 面 、

コ ス ト 面 、 運 用 方 法 等 ） に つ い て 検 討 す べ き も の と

す る 。  

別 添 資 料 ２  



４  令 和 ２ 年 ６ 月 定 例 議 会 の 本 会 議 及 び 委 員 会 の 運 営

に 関 す る 事 項 に つ い て  

（ １ ）本 会 議 及 び 委 員 会 等 の 傍 聴 自 粛 要 請 に つ い て は 、

６ 月 定 例 議 会 期 間 中 は 継 続 す る 。  

（ ２ ） 本 会 議 に お け る 理 事 者 の 出 席 は 、 市 長 、 副 市 長

及 び 関 係 部 局 長 等 と す る 。  

（ ３ ） 本 会 議 に お け る 議 席 は 、 傍 聴 席 も 使 用 し 密 集 を

避 け た 議 席 の 配 置 と す る 。 た だ し 、 一 般 質 問 の 発

言 者 が な い 場 合 は 、 現 状 ど お り と す る 。  

（ ４ ） 委 員 会 の 審 査 方 法 に つ い て は 、 部 局 別 審 査 と す

る 。  

（ ５ ） 本 会 議 及 び 委 員 会 に お け る 質 疑 等 に つ い て は 、

本 協 議 会 で 行 っ た 要 望 ・ 確 認 事 項 は 遠 慮 す る 。  

 

５  緊 急 時 に お け る 本 協 議 会 の 開 催 継 続 に つ い て  

 本 協 議 会 が 感 染 拡 大 の 影 響 に よ り 、 参 集 し て の 開

催 が 危 ぶ ま れ る 時 に は 、 導 入 予 定 で あ る 「 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ  

Ｗ Ｏ Ｒ Ｋ Ｓ 」 を 用 い て オ ン ラ イ ン 会 議 を 開 催 す る も

の と す る 。  

 



令 和 ２ 年 （ 2020 年 ） ５ 月 22 日  

 

横 須 賀 市 議 会 議 長  

板  橋   衛  様  
 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会   

委 員 長  大 野  忠 之  

 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会

検 討 結 果 に 基 づ く 審 査 依 頼 に つ い て  

 

本 協 議 会 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て の

市 議 会 の 対 応 に 係 る 事 項 の 検 討 を 行 い 、 ６ 月 定 例 議 会

に お け る 下 記 事 項 の 取 り 扱 い に つ い て は 、 議 会 運 営 委

員 会 に 審 査 を 委 ね た い と の 結 論 と な り ま し た の で 、 よ

ろ し く お 取 り は か ら い く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。

な お 、 協 議 の 中 で あ っ た 意 見 も 申 し 添 え ま す 。  

 

記  

 

１  一 般 質 問 の 実 施 に つ い て  

「 遠 慮 す べ き 」と の 多 数 意 見 が あ り 、「 現 状 ど お り

実 施 す べ き 」 と の 少 数 意 見 が あ っ た 。 ま た 、 議 会 期

間 中 の 文 書 に よ る 質 問 を 実 施 で き る よ う 関 連 規 定 を

改 正 す べ き と の 少 数 意 見 も あ っ た 。  

 

２  本 会 議 の 議 事 日 程 に つ い て  

「 現 状 ど お り の 順 序 で 実 施 す べ き 」 と の 多 数 意 見

が あ り 、「 議 案 を 最 優 先 に 審 議 す べ き 」と の 少 数 意 見

が あ っ た 。  

 

３  委 員 会 所 管 事 項 に 対 す る 質 問 の 実 施 に つ い て  



「 遠 慮 す べ き 」と の 多 数 意 見 が あ り 、「 現 状 ど お り

実 施 す べ き 」 と の 少 数 意 見 が あ っ た 。  
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横 須 賀 市 議 会 議 長  

板  橋   衛  様  
 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会   

委 員 長  大 野  忠 之  

 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会

検 討 結 果 に 基 づ く 審 査 依 頼 に つ い て  

 

本 協 議 会 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て の

市 議 会 の 対 応 に 係 る 事 項 の 検 討 を 行 い 、 下 記 事 項 の 取

り 扱 い に つ い て は 、 賛 否 が 分 か れ た た め 、 議 会 運 営 委

員 会 に 審 査 を 委 ね た い と の 結 論 と な り ま し た の で 、 よ

ろ し く お 取 り は か ら い く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。

な お 、 協 議 の 中 で あ っ た 意 見 も 申 し 添 え ま す 。  

 

記  

 

１  市 民 へ の オ ン ラ イ ン ア ン ケ ー ト の 実 施 に つ い て  

（ １ ） 提 案 要 旨  

本 市 の 実 態 を 把 握 し 的 確 に 政 策 提 言 等 へ 反 映 さ

せ る た め 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 に つ い

て の 要 望 を 調 査 す る 市 民 へ の オ ン ラ イ ン ア ン ケ ー

ト を 実 施 す る 。  

（ ２ ） 本 協 議 会 に お け る 意 見  

・ 様 々 な 手 法 を 視 野 に 入 れ 、 オ ン ラ イ ン で の ア ン

ケ ー ト 実 施 に 向 け て 検 討 す べ き 。  

・ ア ン ケ ー ト の 集 約 に は 相 当 の 労 力 を 要 す る と 思

う が 、 市 民 の 意 見 を 直 接 吸 い 上 げ る こ と は 価 値

が あ る 。  

・ 短 期 間 で 情 勢 が 変 化 し て い る 中 で 、 ア ン ケ ー ト



を 実 施 す る 間 に 市 民 ニ ー ズ も 変 化 し て い く こ と

が 予 想 さ れ 、 時 機 を 逸 す る 可 能 性 が あ る 。  

・ ア ン ケ ー ト の 実 施 、 分 析 に 知 見 が な く 、 結 果 を

適 切 に 活 用 で き な い 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 要 望

を 調 査 し て も 、 予 算 等 の 事 情 に よ り 実 現 で き な

い こ と も 想 定 で き る た め 、 ア ン ケ ー ト の 有 効 性

を 見 出 せ な い 。  

 

 



令 和 ２ 年 （ 2020年 ） ６ 月 ９ 日  

 

横 須 賀 市 議 会 議 長  

板  橋   衛  様  
 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会   

委 員 長  大 野  忠 之  

 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会

検 討 結 果 に つ い て  

 

本 協 議 会 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て の

市 議 会 の 対 応 に 係 る 事 項 の 検 討 を 行 い 、 下 記 の と お り

結 論 を 得 ま し た の で 、 報 告 し ま す 。  

 

  記  

 

１  横 須 賀 市 議 会 災 害 時 Ｂ Ｃ Ｐ （ 業 務 継 続 計 画 ） の 改

訂 に つ い て  

 感 染 症 の 大 規 模 な 流 行 の 発 生 を 想 定 し 、 別 紙 の と

お り 同 計 画 を 改 訂 す る 。  

 



1/12 

 

横須賀市議会災害時ＢＣＰ（業務継続計画）改訂 新旧対照表               下線が今回改訂した箇所 

新 旧 

１ 目 的 

横須賀市議会災害時ＢＣＰ※（業務継続計画）（以下「本ＢＣＰ」という。） 

は、横須賀市内で大規模災害が発生し、又は感染症の大規模な流行が発生した 

ときは、災害対策本部条例（昭和 38 年横須賀市条例第 33 号）に基づく横須賀 

市災害対策本部、又は感染拡大防止対策のために特に設置される全庁的対策本 

部（以下「市本部」という。）と連携を図り、議会として二元代表制の趣旨に 

則り、議事・議決機関、住民代表機関として、市民の安全確保と災害復旧に向 

け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう、体制整備を行うものである。 

 

※ ＢＣＰ：Business Continuity Plan（業務継続計画）。議会機能をおおむね平常に運用で 

きるまでの期間を想定し、当該期間における議会、議員等の役割や具体的な取り組 

み等について定めた計画。 

 

２ 本ＢＣＰが対象とする災害等の定義 

本ＢＣＰは、以下の災害時及び感染症流行時を対象とする。 

（１）災害時 

市本部配備指令３号配備が発令されたとき 

（職員の配備については、P.12 参考３配備指令の発令基準等を参照） 

 

（２）感染症流行時 

横須賀市内で感染症法に基づく一類感染症、二類感染症及び指定感染症の流 

行が発生し、前記の全庁的対策本部が設置されたとき 

 

３ 本ＢＣＰにおける用語の定義 

オンライン会議 

映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする 

ことができる方法 

出典「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法 

について」（令和 2年 4月 30 日総行行第 117 号） 

１ 目 的 

横須賀市議会災害時ＢＣＰ※（業務継続計画）（以下「本ＢＣＰ」という。） 

は、横須賀市内で大規模災害が発生し、災害対策本部条例（昭和 38年横須賀 

市条例第 33 号）の規定に基づき、又は特に甚大な局地的事故災害、又はその 

おそれがあるとき（横須賀市災害対策本部配備指令３号配備）は、横須賀市災 

害対策本部（以下「市本部」という。）と連携を図り、議会として二元代表制 

の趣旨に則り、議事・議決機関、住民代表機関として、市民の安全確保と災害 

復旧に向け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう、体制整備を行うもの 

である。 

※ ＢＣＰ：Business Continuity Plan（業務継続計画）。議会機能をおおむね平常に運用で 

きるまでの期間を想定し、当該期間における議会、議員等の役割や具体的な取り組 

み等について定めた計画。 

 

２ 本ＢＣＰが対象とする災害時の定義 

本ＢＣＰは、以下の市本部３号配備にかかる災害を対象とする。（職員の配備 

については、P.13･14 参考３配備指令の発令基準等を参照） 

区 分 災害内容 

 

３号配備 

・本市で震度６弱以上 

・大雨、事故災害等により市内全域で大規模災害又は 

甚大な局地災害発生／発生のおそれ 

・大規模な原子力災害発生／発生のおそれ 
 

別紙 
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新 旧 

４ 議会の役割 

（１）本ＢＣＰが対象とする災害又は感染症の流行が発生したとき、横須賀市議 

会は市民の安全確保、災害復旧又は感染拡大防止に向けた活動を行うための 

体制整備を行う。 

また、市本部が迅速かつ適切な災害対応又は感染拡大防止対応に専念でき 

るよう、必要な協力・支援を行う。 

 

（２）市本部の応急活動等が迅速に実施されるよう、議員から提供された地域 

の被災状況又は感染拡大による市民生活への影響等の情報を整理し市本部 

に提供する。また、市本部からの情報を議員に提供する。 

 

（３）市本部と連携・協力し、国、県その他の関係機関に対して要望活動等を 

行う。 

 

（４）復旧・復興に向け、必要な予算を速やかに審議する。 

 

※ 横須賀市議会災害対策会議運営要綱に基づく災害対策会議が設置された 

時は、上記（１）（２）（３）の役割を同会議に一元化して行う。 

 

５ 議員の役割 

（１）地域の災害救援活動及び災害復旧活動に協力・支援を行う。また、自身 

の感染予防を優先しつつ、感染拡大による市民生活への影響等を調査する。 

 

（２）市本部が応急活動等を迅速に行えるよう、地域の被災状況又は感染拡大に

よる市民生活への影響等の情報を提供する。 

 

３ 議会の役割 

（１）本ＢＣＰが対象とする災害が発生したとき、横須賀市議会は、「横須賀市 

議会災害対策会議」（以下「災害対策会議」という。）を開催し、市民の安全 

確保と災害復旧に向け、災害対策活動を行うための体制整備を行う。 

また、市本部が迅速かつ適切な災害対応に専念できるよう、必要な協力・ 

支援を行う。 

 

（２）市本部の応急活動等が迅速に実施されるよう、議員から提供された地域 

の被災状況等の情報を整理し、災害対策会議を通して市本部に提供する。 

また、市本部からの情報を、災害対策会議を通じて議員に提供する。 

 

（３）市本部と連携・協力し、国、県その他の関係機関に対して要望活動等を 

行う。 

 

（４）復旧・復興に向け、必要な予算を速やかに審議する。 

 

 

 

 

４ 議員の役割 

（１）地域の災害救援活動及び災害復旧活動に協力・支援を行う。 

 

 

（２）市本部が応急活動等を迅速に行えるよう、地域の被災状況等の情報を災 

害対策会議に提供する。 
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新 旧 

（３）市本部からの情報を市民に提供する。 

 

※ 横須賀市議会災害対策会議運営要綱に基づく災害対策会議が設置された 

時は、上記（２）及び（３）の情報提供は、同会議を介して行う。 

 

 

６ 市議会事務局の役割 

市本部が設置された場合、市議会事務局は、通常業務に優先して速やかに災 

害対応の業務に当たるものとする。災害が勤務時間外に発生した場合において 

は、速やかに市議会事務局に参集し、災害対応業務に当たる。 

 

（１）来庁者の避難誘導、被災者の救出・支援を行う。 

 

（２）市議会事務局職員の安否を確認する。 

 

（３）正副議長の安否を確認する。 

 

（４）本庁舎（議員控室等）にいる議員の安否を確認する。 

 

（５）本庁舎１号館９階、10 階、Ｒ１階（以下「議会層」という。）の被災状況 

を確認する。 

 

（６）災害対策会議の開催準備をし、事務の補佐を行う。 

 

（７）市本部との連絡体制を確保する 

 

（３）災害対策会議からの情報を市民に提供する。 

 

 

 

 

 

５ 市議会事務局の役割 

市本部が設置された場合、市議会事務局は、通常業務に優先して速やかに災 

害対応の業務に当たるものとする。災害が勤務時間外に発生した場合において 

は、速やかに市議会事務局に参集し、災害対応業務に当たる。 

 

（１）来庁者の避難誘導、被災者の救出・支援を行う。 

 

（２）市議会事務局職員の安否を確認する。 

 

（３）正副議長の安否を確認する。 

 

（４）本庁舎（議員控室等）にいる議員の安否を確認する。 

 

（５）本庁舎１号館９階、10 階、Ｒ１階（以下「議会層」という。）の被災状況 

を確認する。 

 

（６）災害対策会議の開催準備をし、事務の補佐を行う。 

 

（７）市本部との連絡体制を確保する 
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（８）災害関係情報を収集・整理する。 

 

（９）津波発生時は、避難者に議会層 10 階議場、委員会室を開放する。 

 

（10）議会層の被災状況により、会議場所の確保をする。 

 

また、市本部が設置された場合、市議会事務局は、通常業務に優先して速や 

かに感染症対応業務に当たるものとする。 

 

（１）議員（家族含む）及び市議会事務局職員の健康状態（症状、検査結果）を 

継続的に確認する。 

 

（２）災害対策会議を開催することとなった場合、開催準備をし、事務の補佐を

行う。 

 

（３）市本部との連絡体制を確保する。 

 

（４）感染症流行動向その他の関係情報を収集・整理する。 

 

（５）議員及び市議会事務局職員に感染者が出た場合、議会層の汚染状況を確認 

し、会議場所の確保をする。 

 

 

 

 

 

（８）災害関係情報を収集・整理する。 

 

（９）津波発生時は、避難者に議会層 10 階議場、委員会室を開放する。 

 

（10）議会層の被災状況により、会議場所の確保をする。 
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７ 災害対策会議の組織及び役割 

（P.10 参考１横須賀市議会災害対策会議運営要綱参照） 

災害対策会議の組織は、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び各会派 

代表者とする。議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。 

 

災害時にあっては、本会議や委員会がおおむね平常通り開催できるようにな 

るまでの間、議会として行う取り組みは、災害対策会議に一元化する。 

 

感染症流行時にあって議員の感染者（疑義者含む）が少ない段階では、委員 

会はオンライン会議の方法による開催を優先し、本会議は定足数を最低限保ち 

つつ他者との接触を極力回避する方法により開催する。 

 

多数の議員が感染するなどして上記の方法をもってしても本会議や委員会 

を開催することが不可能となった場合、平常通り開催できるようになるまでの 

間、議会として行う取り組みは、オンライン会議の方法により開催する災害 

対策会議に一元化する。その場合、横須賀市議会災害対策会議運営要綱（以下 

「要綱」という。）第４条第２項の規定に基づき議長が招集する。 

 

災害対策会議の所掌事務は、 

（１）議員の安否、居所、連絡手段等の掌握に関すること。 

（２）議員の招集に関すること。 

（３）市本部から情報の提供を受け、議員に情報の提供を行うこと。 

（４）議員等から情報を収集・整理し、市本部に情報の提供を行うこと。 

（５）国、県その他の関係機関に対する要望等に関すること。 

（６）市本部からの依頼事項に関すること。 

（７）その他議長が必要と認める事項 

６ 災害対策会議の組織及び役割 

（P.10 参考１横須賀市議会災害対策会議運営要綱参照） 

災害対策会議の組織は、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び各会派 

代表者とする。議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。 

 

本会議や委員会がおおむね平常通り開催できるようになるまでの間、議会 

として行う取り組みは、災害対策会議に一元化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策会議の所掌事務は、 

（１）議員の安否、居所、連絡手段等の掌握に関すること。 

（２）議員の招集に関すること。 

（３）市本部から情報の提供を受け、議員に情報の提供を行うこと。 

（４）議員等から情報を収集・整理し、市本部に情報の提供を行うこと。 

（５）国、県その他の関係機関に対する要望等に関すること。 

（６）市本部からの依頼事項に関すること。 

（７）その他議長が必要と認める事項 
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８ 災害時における議会及び議員の行動 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 

 

 

９ 感染症流行時における議会及び議員の行動 

（１）流行初期 

（オンライン会議等、他者との接触を極力回避する方法をとれば、本会議 

や委員会を開催することができるとき） 

ア 議会 

① 感染拡大防止に向けた活動を行うための体制整備を行う。 

委員会はオンライン会議の方法による開催を優先し、本会議は定足数を 

最低限保ちつつ他者との接触を極力回避する方法により開催する。 

また、議会内での集団感染を未然に防ぐ観点から、感染症法上の就業 

制限を待たず、感染が疑われる者に対する登庁自粛及び自粛解除の基準 

を国が示す指針等を参考としながら策定し、運用を徹底する。 

② 市本部の活動が迅速に実施されるよう、議員から提供された感染拡大 

による市民生活への影響等の情報を整理し市本部に提供する。 

また、市本部からの情報を議員に提供する。 

③ 市本部と連携・協力し、国、県その他の関係機関に対して要望活動等 

を行う。 

④ 感染症拡大防止や経済対策等に必要な予算を速やかに審議する。 

 

イ 議員 

① 本人及び家族の健康状態（症状、検査結果）を継続的に把握し、市議 

会事務局へ連絡する。 

② 議員本人の感染予防を優先しつつ、感染拡大による市民生活への影響 

 等を調査する。 

③ 市本部からの情報を市民に提供する。 

７ 災害時における議会及び議員の行動 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 
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（２）感染拡大期 

（オンライン会議等、他者との接触を極力回避する方法をとってもなお、 

本会議や委員会を開催することができない程度に市内での感染が拡大し、 

大規模災害発生時と同視できる段階に達したとき） 

ア 議会 

議長が災害対策会議を招集し、本会議や委員会を平常通りに開催できる 

ようになるまでの間、上記（１）アの①②③の機能を一元化して行う。 

※ オンライン会議等、他者との接触を極力回避する方法をとれば本会 

議や委員会を開催できる目途が立った段階で、災害対策会議が本会議 

や委員会を招集し、災害対策会議は解散する。 

 

イ 議員 

① 本人及び家族の健康状態（症状、検査結果）を継続的に把握し、市議 

会事務局へ連絡する。 

② 災害対策会議からの招集があるまでの間、自宅待機するなど自身の感 

染予防に努める。 

 

 

10 災害発生時等における連絡体制 

（１）安否確認等 

ア 本ＢＣＰが対象とする災害又は感染症流行が発生したときは、 

① 災害発生時 

議員は、LINE WORKS のトーク等（以下「LINE WORKS」という。）に 

より自身の安否、居所及び連絡先を送信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 災害発生時における連絡体制 

（１）安否確認等 

ア 本ＢＣＰが対象とする災害が発生したときは、 

 

議員は、bcp@yokosuka-city-council.jp に自身の安否、居所及び連絡 

先を送信する。 
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なお、携帯電話の使用が制限され、もしくは使用不能の場合は、固定 

電話またはＦＡＸ等を使用し、 

市議会事務局総務課 

電話０４６－８２２－８４６０ 

ＦＡＸ０４６－８２４－２６６３  に連絡するものとする。 

 

② 感染症流行時 

本人及び家族の健康状態（症状、検査結果）を継続的に把握し、市議会 

事務局（０４６－８２２－８４６０）へ連絡する。 

 

イ 災害対策会議からの情報提供（災害発生時・感染症流行時 共通） 

災害対策会議からの情報提供については、24時間体制とし、全議員配付 

資料として LINE WORKS により提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

※携帯電話だけでなく固定電話・ＦＡＸも使えないときは、災害用伝言 

ダイヤル『１７１』（基本的操作方法は次頁参照）を利用するなど通信 

手段を確保する。 

 

○災害用伝言ダイヤル（１７１）の基本的操作方法 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 

なお、メール等の使用が制限され、もしくは、携帯電話が使用不能の 

場合は、固定電話またはＦＡＸ等を使用し、 

市議会事務局総務課 

電話０４６－８２２－８４６０ 

ＦＡＸ０４６－８２４－２６６３  に連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

イ 災害対策会議からの情報提供 

災害対策会議からの情報提供については、24時間体制とし、全議員配付 

資料として登録の携帯電話等でメール等により提供する。 

なお、添付ファイルの有無やデータ量が多くメールで送れない場合は、 

市議会グループウェアを併用するものとする。 

 

  ウ 登録メールアドレスの変更等について 

議員は、登録メールアドレスを変更・削除する場合は、その都度、事務 

局にその旨を連絡するものとする。 

 

※電話やメールの通信機能が使えないときは、ＬＩＮＥ等のＳＮＳや災 

害用伝言ダイヤル『１７１』（基本的操作方法は次頁参照）を利用する 

など通信手段を確保する。 

 

○災害用伝言ダイヤル（１７１）の基本的操作方法 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 
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11 災害時における本ＢＣＰに基づく対応（フロー） 

（改訂前後で変更ないため省略） 

 

12 感染症流行時における本ＢＣＰに基づく対応（フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 災害時における本ＢＣＰに基づく対応（フロー） 

（改訂前後で変更ないため省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内で一類、二類、指定感染症の流行が発生 

・本会議、委員会の開催（オンライン含む）が不能 

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
特
に
設
置
さ
れ
る
全
庁
的
対
策
本
部
（
以
下
「
市
本
部
」） 

横須賀市議会災害対策会議（以下「災害対策会議」 

 

◆災害対策会議の組織 

議長、副議長、議会運営委員会委員長、各会派代表者 

 

◆災害対策会議の役割 

・議員（家族含む）の健康状態の確認 

・市本部から情報収集、議員への情報提供 

・議員から情報収集、市本部への情報提供 

・市本部からの依頼事項の検討 

・国、県その他の関係機関へ要望等 

◆議員の役割 

・議員（家族含む）の健康状態を確認し、 

市議会事務局へ連絡 

・自身の感染予防を優先しつつ、感染拡大によ 

る市民生活への影響等を調査 

・感染拡大による市民生活への影響等の情報を 

市本部へ提供 

・市本部からの情報を市民に提供 

情報の共有 

相互連携 

◆市議会事務局の役割 

・議員（家族含む）の健康状態の確認 

・横須賀市議会災害対策会議設置の準備 

※本会議や委員会が機能している 

かぎり、そこでの取組を優先 
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参考１ 

○横須賀市議会災害対策会議運営要綱 

（改訂前後で変更ないため省略） 

参考２ 

○横須賀市議会災害時ＢＣＰ用備蓄品リスト 

 

 No. 品 名 数 量 保管場所 

食 

料 

1 飲料水 
75 ﾘｯﾄﾙ 

（目安３日程度） 
10 階倉庫 

 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 
2 非常食 一式 

各 

種 

機 

材 

3 小型ランタン ４個 

10 階倉庫 

4 懐中電灯 ２個 

5 手回しラジオ １個 

6 充電池 １組 

7 やかん ２個 

8 LED 照明（乾電池式） ８個 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 

9 
ラジオライトバッテリー 

（乾電池式） 
１個 

10 アルカリ乾電池 40 本 

11 簡易トイレ 210 回分 

12 
災害時用ウェット 

ティッシュ 
200 個 

 

参考１ 

○横須賀市議会災害対策会議運営要綱 

（改訂前後で変更ないため省略） 

参考２ 

○横須賀市災害対策本部に市議会事務局として報告している非常用備品の保管 

状況 

 No. 品 名 数 量 保管場所 

食 

料 

1 

飲料水 

職員 17 名分＋予備分 

（目安３日程度） 

63 本（1 ﾘｯﾄﾙのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 

 

24 本（0.5 ﾘｯﾄﾙのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 10 階倉庫 

2 
非常食 

（ｶﾝﾊﾟﾝ、ｸﾗｯｶｰ等） 
一式 

各 

種 

機 

材 

3 小型ランタン ４個 

10 階倉庫 

4 懐中電灯 ２個 

5 手回しラジオ １個 

6 充電池 １組 

7 やかん ２個 
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 No. 品 名 数 量 保管場所 

各 

種 

機 

材 

13 救急セット 10 人分 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 

14 ごみ袋 透明 60 枚、半透明 60 枚 

15 

感染症予防用消耗品 

（ゴム手袋、マスク、消毒用 

アルコール等） 

一式 

16 アルミブランケット 60 個 

17 使い捨てカイロ 30 個 

18 
折りたたみ 

アウトドアベッド 
２個 
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参考３ 

○配備指令の発令基準等 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 

 

参考３ 

○配備指令の発令基準等 

 

（改訂前後で変更ないため省略） 

 

 



  

令 和 ２ 年 （ 2020年 ） ６ 月 23日  

 

横 須 賀 市 議 会 議 長  

板  橋   衛  様  
 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会   

委 員 長  大 野  忠 之  

 

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 検 討 協 議 会

検 討 結 果 に つ い て  

 

本 協 議 会 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て の

市 議 会 の 対 応 に 係 る 事 項 の 検 討 を 行 い 、 下 記 の と お り

結 論 を 得 ま し た の で 、 報 告 し ま す 。  

 

  記  

 

１  本 会 議 及 び 委 員 会 等 の 傍 聴 自 粛 要 請 の 解 除 に つ い

て  

 本 会 議 及 び 委 員 会 等 の 傍 聴 に つ い て は 、 定 員 を 原

則 ３ 分 の １ に 減 ら し 、 ソ ー シ ャ ル デ ィ ス タ ン ス を 十

分 に 取 っ た 上 で 、 ７ 月 １ 日 以 降 に 開 催 さ れ る 会 議 か

ら 再 開 す る 。  

 



令和２年（2020 年）８月 19 日 

  

横須賀市議会議長 

板 橋  衛 様 

 

新型コロナウイルス感染症対策検討協議会 

委員長 大 野 忠 之 

 

新型コロナウイルス感染症対策検討協議会検討結

果について 

 

 本協議会は、新型コロナウイルス感染症についての市議会

の対応に係る事項の検討を行い、下記のとおり結論を得まし

たので、報告します。 

 

記 

 

１ 令和２年９月定例議会の本会議及び委員会の運営につい

て 

（１）一般質問は通常どおり実施する。 

（２）本会議における理事者の出席は、市長、副市長及び関

係部局長等とする。 

（３）委員会の審査方法については、部局別審査とし、関係

理事者のみの出席とする。また、委員会所管事項に対す

る質問については、通告制とし、全ての部局別審査が終

了した後に実施する。 



２ 本会議及び委員会における質疑等について 

本協議会で協議し結論を得た事項及び一定の方向性が出

た事項は質疑等を遠慮するものとする。 

 

３ 本会議場における飛沫感染防止策について 

議場における飛沫感染防止策として、演壇、市長席及び一

問一答席にアクリル板を設置する。 

 



 

 

令和２年（2020 年）９月８日 

  

横須賀市議会議長 

板 橋  衛 様 

 

新型コロナウイルス感染症対策検討協議会 

委員長 大 野 忠 之 

 

新型コロナウイルス感染症対策検討協議会検討結

果について 

 

 本協議会は、新型コロナウイルス感染症についての市議会

の対応に係る事項の検討を行い、下記のとおり結論を得まし

たので、報告します。 

 

記 

 

１ 新型コロナウイルス感染又は感染の疑いがある場合の会

議欠席等解除の判断基準について 

ＰＣＲ検査体制の整備が進み、検査の受検しやすさが大幅

に改善してきていることから、欠席等解除の判断については

ＰＣＲ検査の結果や医師の診断といった客観的な基準によ

り判断する。 

 


